
 

保 育 課 

 

議案第９号 

港区立認定こども園条例の一部を改正する条例について 

 

預かり保育に係る給食費の保護者負担を軽減するため、港区立認定こども園

条例（平成２７年港区条例第３５号）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

区は、国における子育てにかかる経済的支援の動きを捉えつつ、依然として

続く物価高騰が及ぼす子育て世帯への影響を鑑み、保護者が安心して子育てで

きるよう、令和５年９月から保育園給食費の負担軽減を開始しました。 

これにより、認可保育園等に在籍する０～２歳児クラスの児童（３号認定子

ども）及び３～５歳児クラスの児童（１・２号認定子ども）の給食費が無料と

なりましたが、港区立芝浦アイランドこども園の１号認定子どもについては、

８月が一日単位での預かり保育となり、給食費は保護者負担となることから、

同じクラス内での給食費負担に不均衡が生じます。 

そこで、預かり保育に係る給食費を無料とすることで、同じクラス内での給

食費負担の均衡を図ります。 

 

２ 改正内容 

１号認定子どもの８月の預かり保育に係る給食費（２５０円／日）を無料と

します。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

令和６年２月２０日 資料№１ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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令和６年２月２０日 資料№１－２
保　健　福　祉　常　任 委 員 会
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